
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
451 561 603 672 745 815 884

13
6

116 131 139 148 158 168 178
9,720 11,011 11,662 12,468 13,325 14,152 14,968
8,748 9,909 10,495 11,221 11,992 12,736 13,471

972 1,102 1,167 1,247 1,333 1,416 1,497

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
1,652 1,782 1,847 1,927 2,013 2,096 2,177
2,052 2,182 2,247 2,327 2,413 2,496 2,577
2,852 2,982 3,047 3,127 3,213 3,296 3,377
3,152 3,282 3,347 3,427 3,513 3,596 3,677
3,902 4,032 4,097 4,177 4,263 4,346 4,427

令和7年4月1日改定

負担限度額

加算体制

368（片道184）

保険
対象外

被保険者第４段階以上

単　位

　若干の誤差が生じます。

最低基準を1人以上上回っている場合。

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

*所定単位数：基本サービス費に各種加算減算を加えた

下記1日あたりの利用料

夜勤を行なう介護職員・看護職員の数が

サービス種類

　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＊連続して30日を超えて入所した場合は基本サービス費から減算あり

6単位／日

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

所定単位数の14％

13単位／日

別表

項目
＜従来型個室＞

料金表（1割負担の場合）

1,600（朝食：464円   昼食：614円  夕食：522円）

　　　被保険者第１段階

負担の
軽減

5．利用者負担金（保険対象分）

費用総額（保険対象分）

6．食費

単位数単価：6級地（10.33）

基本サービス費単位

600

1．夜勤職員配置加算（Ⅰ）

3．送迎加算(往復）

　介護保険から給付される金額

7．滞在費

算　定　用　件

1,330

1,000

常勤職員75％以上。

380

　　　被保険者第４段階以上

負担額合計（5＋8＋9）

　　　　被保険者第３段階①
　　　　被保険者第３段階②

被保険者第３段階

保険
対象

　　　被保険者第３段階①

9.滞在に係る自己負担額

被保険者第２段階

2．サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

1,600

880
480

　　　　被保険者第４段階以上

夜勤職員配置加算（Ⅰ）
（短期入所生活介護のみ）

1日あたりの利用料（概算）  ＊送迎往復含み   

　（所定単位数の14％）

　　　被保険者第２段階

1日あたりの概算4．介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

1,330

8.食事に係る自己負担額

被保険者第１段階

　　　被保険者第３段階② 1,300

　　　　被保険者第１段階
　　　　被保険者第２段階

　１月あたりの総単位数の為、1日あたりの単位数とは

300



要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
451 561 603 672 745 815 884

13
6

116 131 139 148 158 168 178
9,720 11,011 11,662 12,468 13,325 14,152 14,968
8,748 9,909 10,495 11,221 11,992 12,736 13,471

972 1,102 1,167 1,247 1,333 1,416 1,497

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
1,272 1,402 1,467 1,547 1,633 1,716 1,797
2,002 2,132 2,197 2,277 2,363 2,446 2,527
2,402 2,532 2,597 2,677 2,763 2,846 2,927
2,702 2,832 2,897 2,977 3,063 3,146 3,227
3,582 3,712 3,777 3,857 3,943 4,026 4,107

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6単位／日 常勤職員75％以上。

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

所定単位数の14％

*所定単位数：基本サービス費に各種加算減算を加えた

　１月あたりの総単位数の為、1日あたりの単位数とは

　若干の誤差が生じます。

単　位 算　定　用　件

夜勤職員配置加算（Ⅰ）
（短期入所生活介護のみ）

13単位／日
夜勤を行なう介護職員・看護職員の数が

最低基準を1人以上上回っている場合。

　　　　被保険者第４段階以上

加算体制

サービス種類

下記1日あたりの利用料

　　　　被保険者第１段階
　　　　被保険者第２段階

　　　　被保険者第３段階②

負担額合計（5＋8＋9）

1日あたりの利用料（概算）  ＊送迎往復含み   

600

　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＊連続して30日を超えて入所した場合は基本サービス費から減算あり

負担の
軽減

8. 食事に係る自己負担額
　　　被保険者第１段階

1,300
　　　被保険者第４段階以上
9.滞在に係る自己負担額

被保険者第１段階

4．介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 1日あたりの概算

被保険者第３段階

保険
対象外

6．食費 1,600（朝食：464円   昼食：614円  夕食：522円）
7．滞在費 1,010

負担限度額

保険
対象

基本サービス費単位

　介護保険から給付される金額

1．夜勤職員配置加算（Ⅰ）
2．サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

3．送迎加算(往復） 368（片道184）

5．利用者負担金（保険対象分）

　（所定単位数の14％）
費用総額（保険対象分）

項目

1,010

300

1,600

1,000

被保険者第４段階以上

　　　被保険者第３段階②

0
430
430

　　　被保険者第３段階①

別表 令和7年4月1日改定
料金表（1割負担の場合）

＜多床室＞ 単位数単価：6級地（10.33）

　　　被保険者第２段階

　　　　被保険者第３段階①

被保険者第２段階






